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上越市第 3次ガス事業中期経営計画の策定について 

 

１ 策定の目的 

本市のガス事業は、平成 27 年に策定した「上越市第 2 次ガス事業中期経営計画」

の基本方針に基づき、各種施策の進捗管理を行いながら事業経営を行ってきた。 

  事業を取り巻く経営環境は、人口減少やオール電化等の他燃料との競合に加え、世

界情勢を背景とした原料価格の高騰などにより、一層厳しさを増している。 

また、脱炭素社会の実現に向けた取組やデジタル化の推進などの新たな経営課題へ

の取組も求められている。 

  このような中、将来にわたり安全で安定したガスの供給と健全な経営を維持してい

くため、令和 5年度以降のガス事業の経営指針・実施計画として「上越市第 3次ガス

事業中期経営計画」（以下、「第 3次計画」という。）を策定する。 

 

２ 計画期間 

第 3次計画の計画期間は、上越市第 7次総合計画等の計画期間との整合を図り、令

和 5年度から令和 12 年度までの 8年間とする。 

 令和 5 年度から令和 8 年度までの 4 年間を前期、令和 9 年度から令和 12 年度まで

の 4 年間を後期とし、中間年度である令和 8 年度に前期の評価検証を行うとともに、

その後の社会環境の変化等を後期計画に反映させるため計画の見直しを行う。 

 

 

３ 第 3 次ガス事業中期経営計画の概要 

 

（1）計画の構成 

第1章 上越市第3次ガス事業中期 

経営計画策定に当たって 
策定の目的、計画の位置付け、計画期間 

第 2章 ガス事業の概要 ガス事業のあゆみ、ガス事業の現況 

第3章 上越市第2次ガス事業中期 

経営計画の評価 

主要事業の取組、業務指標による評価、 

経営比較分析表を活用した現状分析 

第4章 令和5年度以降のガス事業 

の課題 

ガス販売量の見通し、人材育成・組織体制、 

原料価格の高騰、脱炭素社会の実現に向けた

取組、供給施設の更新需要への対応 

第 5章 経営の基本方針 令和 12 年度のあるべき姿、基本方針 

第 6章 計画期間中の主要事業 施策の体系図、主要事業 

第 7章 投資・財政計画 
経営の効率化・健全化に関する取組、 

財政計画 

第 8章 計画の事後検証及び改定 進捗管理、評価・検証 

 

 

 

 

 

 

所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

提 出 課 経 営 企 画 課 
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（2）第 2次ガス事業中期経営計画の評価 

 ・主要事業の主な取組 

基本方針 主な取組内容 

①安全で安定 

した供給 

・経年管更新事業は、共同施工の水道管工事が 2年前倒ししたことにより、平成

30 年度で更新が完了したことから前期計画期間で事業を完了 

・低圧導管耐震化事業は、日本ガス協会が定める耐震化率の集計方法が平成 28

年度に変更され、変更後の耐震化率は平成 30 年度末でほぼ 100％となったこ

とから、前期計画期間で事業を完了 

・中圧導管網整備事業は、南部及び北本町ガス供給所周辺の整備が平成 29 年度

で完了したことから、前期計画期間で事業を完了 

②ガス販売の 

促進 

・家庭用燃料電池「エネファーム」と高効率給湯器「エコジョーズ」の設置費の

助成を行い、家庭用ガス販売量の維持を目指した。 

・その他のガス販売の促進の取組として「新築お祝い 3年割」と「子育てプラス

割」の割引制度を導入したほか、令和 2年 11 月にショールーム「ガステラス」

を開設 

③持続可能で機動

的な事業経営 

・職員数管理は、平成 26 年度に 51 人であった職員を、令和 4年度当初では計画

どおり 3人減の 48 人とした。 

・企業債残高管理は、新規の借入れを行わず、残高は計画どおり減少 

 

 ・業務指標による評価 

・「家庭用選択契約獲得件数」は、オール電化等の他燃料との競合により都市ガス採用率が減少傾向

にあることから未達成 

・「家庭用 1戸 1月当たりガス販売量」は、1世帯の人数が少ない戸建て住宅やアパートが増えてい

ることなどから、1戸当たりのガス使用量が伸び悩み、未達成 

・「経常収支比率」は、計画値よりも販売量が減少したことに伴って、料金収入が減少したことなど 

により未達成となる年度が多くあったが、毎年度において純利益を計上 

 

計画 52.8 70.0 81.7 90.8 − − − −
実績 50.3 77.1 94.4 100.0 − − − −
計画 66.2 66.8 67.3 67.9 − − − −
実績 66.6 67.4 68.0 68.5 − − − −
計画 12.9 12.5 12.1 11.7 10.7 10.4 10.1 9.8
実績 12.6 11.9 11.4 10.9 10.3 10.0 9.6 9.4
計画 1.91 1.91 1.92 1.90 2.01 1.93 1.89 1.83
実績 2.01 1.92 2.05 2.15 2.25 2.29 2.30 2.23
計画 130 130 130 130 100 100 100 100
実績 99 86 78 60 70 99 54 78
計画 41.5 39.7 39.7 39.7 37.0 37.0 37.0 37.0
実績 39.2 36.6 38.2 35.4 34.5 35.7 34.9 36.4
計画 3 3 3 4 4 4 4 5
実績 3 6 7 6 30 3 2 5
計画 1,482 1,408 1,433 1,486 1,551 1,583 1,575 1,567
実績 1,445 1,482 1,609 1,567 1,548 1,632 1,631 1,604
計画 102.6 102.3 102.3 103.4 104.0 105.0 105.6 106.2
実績 100.9 100.9 103.9 102.2 103.0 101.5 106.8 107.0
計画 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7
実績 1.6 1.6 1.3 1.1 1.0 1.0 0.8 0.6
計画 77.5 71.4 64.9 58.5 53.6 47.6 41.9 36.5
実績 82.6 83.0 69.2 59.8 53.7 53.5 41.5 32.1
計画 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
実績 99.6 99.0 99.1 99.7 99.7 99.7 99.6 99.5

経常収支比率 ％ 未達成

収納率 ％ 達成

ガス売上に対する
企業債利息割合

％ 達成

ガス売上に対する
企業債残高割合

％ 達成

大口契約、業務用
選択契約獲得件数

件 達成

損益勘定所属職員
1人当たりガス販売量

千ｍ3/人 達成

家庭用選択契約
獲得件数

件 未達成

家庭用1⼾1⽉当たり
ガス販売量

ｍ3/件 未達成

白ガス灯外内管残存率 ％ 達成

職員資格取得度 件/人 達成

経年管更新率 ％ 達成

管路耐震化率 ％ 達成

業務指標 単位 区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 達成状況
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（3）経営の基本方針及び主要事業

ガス事業の課題

施策の体系図

ガス販売量の見通し
• 家庭用ガス販売量は、オール電化等

の他燃料との競合の影響により減少
• 業務用販売量は、他燃料からの燃料

転換等による大口需要の獲得が重要
人材育成・組織体制

• 職員の年齢構成は、40代以上の職員
が全体の約8割となっており、世代間
で著しい不均衡が生じている。

• 局内外の職員研修や資格取得への支
援により一定レベルの技能を有する
職員を確保することが必要

• ガスや上下水道のライフラインを健
全に経営し続けるためには、一体的
な運営によって経営資源を集約し、
効率的かつ効果的に活用することが
必要（下水道事業との一体的な事業
運営の在り方を検討）

原料価格の高騰
• コロナ禍からの経済回復による需要

増に加えて、世界情勢を背景に都市
ガスの原料価格（LNG価格）は高値
で推移
脱炭素社会の実現に向けた取組

• 本市では、家庭分野における省エネ
ルギー化の普及促進のため、家庭用
燃料電池「エネファーム」と高効率
給湯器「エコジョーズ」の設置費の
一部助成の実施や、工場などで大量
にエネルギーを消費する事業所に対
し、都市ガスへの熱源変更を含む省
エネルギー提案等の地球温暖化防止
に資する営業活動を展開

• ガス供給事業者として環境にやさし
い都市ガスのPRやカーボンニュート
ラルガスの販売を通じて、需要家と
共に地球規模での環境負荷低減の取
組を進めることが必要

供給施設の更新需要への対応
• 安定的にガスを供給していくために

は計画的な更新が必要
• 後年度に更新時期のピークを迎える

ことから、前倒しでの更新も視野に
入れることが必要

①安全で安定した供給
効率的な施設の更新 供給施設更新事業

保安対策の促進 保安対策

②持続可能な事業経営

都市ガスの販売促進

家庭用販売促進

業務用販売促進

人材育成と
技術力の確保

職員研修

職員資格等取得支援

経営基盤の強化

定員管理の適正化

不用財産の処分

料金収納の促進

健全経営の確保

③環境への配慮 脱炭素社会の実現に向け
た取組

環境にやさしい
都市ガスのPR

カーボンニュートラル
ガスの販売

＜主な施策＞ ＜主要事業・取組＞＜基本方針＞

基本方針 ①安全で安定した供給
＜供給施設更新事業＞
• ガス施設整備計画に基づき、更新時期を迎えたガス施設を計画的に更新する。
• 計画耐用年数による更新を基本として、更新費用の抑制を図るとともに効率

的な供給施設の更新を実施する。
＜保安対策＞
• ガス事業法に基づき、定期保安調査及びガス導管漏えい検査を実施するほか、

ガスを安全に使用していただくため、白ガス灯外内管の入替えの折衝を行い、
施設の改善を促すことで保安の向上に努める。

基本方針 ②持続可能な事業経営
＜家庭用販売促進＞【家庭用選択契約獲得件数】
• 家庭用のガス販売を促進するとともに、既存需要家の都市ガス離れの防止を

図る。
＜業務用販売促進＞【業務用契約獲得件数】
• 業務用需要家に対し更新時期を迎える空調設備やボイラ設備に対する国の補

助金（省エネルギー・需要構造転換支援事業費補助金等）及びＪクレジット
制度の情報提供や申請支援を行い、ガス需要の維持を図る。

＜職員研修＞
• 今後、業務経験が浅い職員の配置や、定年の引上げによる職員の高齢化が見

込まれることから、ガス事業を継続し、技術を継承していくため、研修計画
を作成して職員研修を行う。

＜職員資格等取得支援＞【職員資格取得度】
• 職員の技術力の維持・向上を図るため、ガス技術に関連する資格取得に要す

る受験費用の一部を助成するなど費用負担を軽減する支援事業を実施する。
＜定員管理の適正化＞
• 人口減少等に伴いガスの供給量は減少するものの、安全で安心なガスの安定

供給のためには、計画的な施設の更新や維持管理に係る業務は今後も継続す
る必要があり、24時間体制での保安の確保のため、一定の職員数を維持する。

＜不用財産の処分＞
• 現在使用していない施設を不用財産として処分を進め、将来的な維持管理経

費の削減を図る。
＜料金収納の促進＞【収納率】
• ガス事業を着実に進めていくためには、財源の確保が基礎となることから、

高い収納率を維持するとともに、未収金の縮減に取り組むことで経営基盤の
強化を図る。

＜健全経営の確保＞【経常収支比率】
• 計画期間を通して純利益を計上できる見込みであるが、今後とも持続可能な

事業運営を維持するため、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源の確保
に努める。

基本方針 ③環境への配慮
＜環境にやさしい都市ガスのPR＞【脱炭素社会の実現に向けた取組の理解度】
• 脱炭素社会に向けたガス業界及び本市の取組や、環境にやさしい都市ガスは

将来にわたって使い続けることができることを需要家に周知することにより、
都市ガスの販売促進につなげる。

＜カーボンニュートラルガスの販売＞【カーボンニュートラルガス新規販売件数】
• 2050年までのカーボンニュートラルへの移行期において、カーボンニュート

ラルガスの販売、Ｊクレジット制度を活用した燃料転換の促進により、需要
家とともに地球規模での環境負荷の低減に取り組む。

計画期間中の主要事業【業務指標】令和12年度のあるべき姿

脱炭素社会の実現を見据えつつ、
将来にわたり安全で安定した

供給を行っている

-3-



＜ポイント＞
• 損益は、施設の長寿命化による減価償却費の減少、企業債の新規借入れを行わないことによる支払利息の減少などにより、計画期間を通して純利益を計上できる見通し。中長期的に

は令和13年度をピークに減少傾向となるものの、令和36年度までは純利益を確保できる見通し
• 企業債は、内部留保資金残高を確保できていることから新規の借入れは行わない予定である。企業債残高は計画期間中、令和4年度末見込み残高の19億6,520万円と比べ14億3,747万

円、73.1％減少する見通しであり、令和20年度までに完済する見込み
• 令和4年度から債券運用を行っており、今後も継続して行う予定であることから、建設改良費の補填財源となる内部留保資金は、計画期間中、令和4年度末の28億9,645万円と比べ11

億9,170万円、41.1％減少する見通し

（4）投資・財政計画

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

R5 R8 R11 R14 R17 R20 R23 R26 R29 R32 R35 R38 R41 R44

千㎥ 販売量の見通し

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

R5 R6 R7 R8 R9 R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20

支払利息企業債残高 企業債残高と支払利息の見通し

企業債残高（億円） 支払利息（億円）

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

R5 R8 R11R14R17R20R23R26R29R32R35R38R41R44

損益内部留保資金残高 内部留保資金と損益の見通し

内部留保資金残高（億円） 損益（億円）

〇中長期的見通し
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上越市第 3次水道事業中期経営計画の策定について 

 

１ 策定の目的 

  本市の水道事業は、平成 27 年に策定した「上越市第 2 次水道事業中期経営計画」

の基本方針に基づき、各種施策の進捗管理を行いながら事業経営を行ってきた。 

  事業を取り巻く経営環境は、人口減少等に伴う給水収益の減少、施設の老朽化によ

る更新への対応など、財政面の課題に加え、熟練職員の減少を補うための技術力維持

などにより、一層厳しさを増しており、デジタル化の推進などの新たな経営課題への

取組も求められている。 

  このような中、将来にわたり安全で安定した水道事業経営を維持していくため、令

和 5年度以降の水道事業の経営指針・実施計画として「上越市第 3次水道事業中期経

営計画」（ 以下、「第 3次計画」という。）を策定する。 

 

２ 計画期間 

第 3次計画の計画期間は、上越市第 7次総合計画等の計画期間との整合を図り、令

和 5年度から令和 12 年度までの 8年間とする。 

 令和 5 年度から令和 8 年度までの 4 年間を前期、令和 9 年度から令和 12 年度まで

の 4 年間を後期とし、中間年度である令和 8 年度に前期の評価検証を行うとともに、

その後の社会環境の変化等を後期計画に反映させるため計画の見直しを行う。 

 

 

３ 第 3 次水道事業中期経営計画の概要 

 

（1）計画の構成 

第1章 上越市第3次水道事業中期 

経営計画策定に当たって 
策定の目的、計画の位置付け、計画期間 

第 2章 水道事業の概要 水道事業のあゆみ、水道事業の現況 

第3章 上越市第2次水道事業中期 

経営計画の評価 

主要事業の取組、業務指標による評価、 

経営比較分析表を活用した現状分析 

第4章 令和5年度以降の水道事業 

の課題 

給水人口と給水量の見通し、 

人材育成・組織体制、 

水道施設の更新需要への対応 

第 5章 経営の基本方針 令和 12 年度のあるべき姿、基本方針 

第 6章 計画期間中の主要事業 施策の体系図、主要事業 

第 7章 投資・財政計画 
経営の効率化・健全化に関する取組、 

財政計画 

第 8章 計画の事後検証及び改定 進捗管理、評価・検証 
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（2）第 2次水道事業中期経営計画の評価 

 ・主要事業の主な取組 

基本方針 主な取組内容 

①安全で安定 

した供給 

 

②将来需要に即 

した施設更新 

・基幹管路耐震化事業は、城山浄水場から主要地方道上越新井線（山麓線）及び高田市

街地方面、深谷浄水場から有田区方面への基幹管路の更新等、約 28km の基幹管路の

更新を実施 

・経年管更新事業は、今後 40 年間に更新時期を迎える水道管約 57km を更新。また、下

水道工事等に合わせて約 48km の水道管を更新し、合計約 105km の耐震管を布設 

・浄水施設更新事業は、基幹浄水場である正善寺浄水場の脱水機のオーバーホールを

実施したほか、各区の主要浄水場を中心に更新時期を迎えた各浄水場の設備更新を

実施 

・配水施設更新事業は、更新時期が到来した安塚区高沢配水池や浦川原区横住配水池

の更新に際し、水需要の現状に合わせてダウンサイジングしたほか、老朽化した多能

浄水場を廃止するなど、将来の更新需要を抑制 

・管網ブロック化は、平成 29 年度から令和 3 年度にかけて、城山 2 系 3 系に向けた配

水管整備を行い、ブロック化は完了 

③持続可能で 

機動的な 

事業経営 

・職員数管理は、平成 26 年度に 88 人であった職員を、令和 4 年度当初では計画どお

り 5 人減の 83 人とした。 

・企業債残高管理は、城山浄水場の改修年度の変更及び内部留保資金の活用により令

和 3・4 年度の借入れを減額したことから、残高は目標を達成 

  

・業務指標による評価 

・「経年管更新率」は、漏水事故歴のある管路や計画耐用年数を基準として、埋設年度の古い管路を選定

し更新を進めたが、これまでの管路更新工事において、既存埋設管の健全性が確認でき、管路の更新時

期を延伸したことから未達成 

 

 

計画 27.0 27.9 28.9 29.8 35.7 36.5 37.2 39.0
実績 27.3 28.3 29.1 29.9 36.5 37.8 38.4 39.3
計画 12.5 25.1 37.1 48.9 61.3 74.0 87.0 100.0
実績 14.5 26.9 39.0 50.6 63.3 74.5 81.4 88.9
計画 80.4 91.8 91.8 91.8 − − − −
実績 80.4 91.8 91.8 91.8 − − − −
計画 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9
実績 92.7 92.2 92.2 92.9 94.4 94.1 94.3 92.0
計画 0.23 0.23 0.23 0.23 0.12 0.09 0.12 0.09
実績 0.03 0.06 0.04 0.01 0.09 0.04 0.08 0.10
計画 1.91 1.91 1.92 1.90 2.01 1.93 1.89 1.83
実績 2.01 1.92 2.05 2.15 2.25 2.29 2.30 2.23
計画 2.0 1.8 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4
実績 2.1 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.3
計画 1.00以下 1.00以下 1.00以下 1.00以下 1.00以下 1.00以下 1.00以下 1.00以下
実績 0.81 0.38 0.24 0.02 0.08 0.17 0.17 1.00以下
計画 303.5 301.4 303.0 304.5 312.9 316.0 314.3 313.6
実績 305.7 315.7 321.6 319.0 312.2 321.5 316.2 314.1
計画 123.5 121.2 114.7 115.0 121.4 120.3 122.6 123.8
実績 127.0 127.8 126.9 126.4 123.7 121.7 124.6 119.2
計画 8.1 7.8 7.6 7.2 6.2 5.8 5.3 4.8
実績 7.9 7.5 7.1 6.6 6.2 5.8 5.2 4.7
計画 373.9 360.8 345.3 329.5 310.4 291.7 276.3 259.8
実績 374.2 359.2 340.2 324.4 310.7 294.9 273.4 250.5
計画 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
実績 99.6 99.6 99.7 99.7 99.6 99.7 99.6 99.5
計画 169.6 170.1 170.6 171.1 148.9 148.8 148.8 148.8
実績 159.4 153.6 150.3 149.7 141.7 140.0 137.9 149.1

業務指標 単位 区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 達成状況

基幹管路耐震適合率 ％ 達成

経年管更新率 ％ 未達成

施設耐震化率 ％ 達成

有収率 ％ 達成

取水量1m3当たり
水源保全投資額

円/ｍ3 達成

職員資格取得度 件/人 達成

鉛製給水管残存率 ％ 達成

水質に対する苦情割合 件/1,000件 達成

損益勘定所属職員
1人当たり有収水量

千ｍ3/人 達成

経常収支比率 ％ 達成

給水収益に対する
企業債利息割合

％ 達成

配水量1m3当たり
二酸化炭素排出量

ｇ・CO2/ｍ3 達成

給水収益に対する
企業債残高割合

％ 達成

収納率 ％ 達成
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基本方針 ①安全で安定した供給
＜浄水施設更新事業＞
• 水道施設整備計画に基づき、更新時期を迎えた水道施設を計画的に更新する。
• 河川水とダム水の状況に応じて、運転方法や配水運用を工夫することにより、

水需要に対して最適な施設管理を行い、更新の際にはダウンサイジングによ
る施設の効率化を検討する。

＜配水施設更新事業＞
• 浄水施設更新事業と同様に、水道施設整備計画に基づき、更新時期を迎えた

水道施設を計画的に更新する。
＜漏水対策＞【有収率】
• 引き続き早期の漏水調査及び修繕に努め、効率的な事業運営を行う。
＜水源保護＞
• 「上越市水道水源保護条例」に基づき、水道水源の水質汚濁を防止し、将来

にわたり安全で良質な水道水を安定的に給水できる水源を確保する。

（3）経営の基本方針及び主要事業

水道事業の課題 令和12年度のあるべき姿

施策の体系図

給水人口と給水量の見通し
• 給水人口は計画初年度の令和5年度か

ら計画最終年度の令和12年度までの
間で11,779人減少し、40年後の令和
44年度には78,359人減少

• 給水人口の減少により、全体の約７
割を占める家庭用給水量が影響を受
けるため、将来の給水量は令和5年度
から令和12年度までの8年間で6％減、
40年後の令和44年度には35％減少

人材育成・組織体制
• 職員の年齢構成は、40代以上の職員

が全体の約8割となっており、世代間
で著しい不均衡が生じている。

• 局内外の職員研修や資格取得への支
援により一定レベルの技能を有する
職員を確保することが必要

• ガスや上下水道のライフラインを健
全に経営し続けるためには、一体的
な運営によって経営資源を集約し、
効率的かつ効果的に活用することが
必要（下水道事業との一体的な事業
運営の在り方を検討）

水道施設の更新需要への対応
• 実態に即した更新基準年数の設定や、

故障による影響度合いに応じた更新
の優先順位付けなど、効率的かつ効
果的な更新に努めることが必要

• 令和3年度末現在の水道管全体の耐震
化率は72.9％（基幹管路はレベル2地
震動、その他管路はレベル１地震動
に対する耐震基準で算定）となって
いるほか、本市が独自に設定した更
新基準年数（計画耐用年数）を超過
した管路は0.3％であり、比較的健全
な状態を維持

• 数十年後に到来する更新需要のピー
クに備えるため、更新時期の大幅な
前倒しを図ることが必要

＜主な施策＞ ＜主要事業・取組＞＜基本方針＞

基本方針 ②災害に強い供給体制の構築
＜基幹管路耐震化事業＞【基幹管路耐震適合率】
• 水道の安定供給を図るため、地震等の災害発生時に断・減水リスクが大きい

基幹管路の耐震化を実施する。
＜管路更新事業＞【管路老朽化率】
• 管路の健全性を維持し、水道の安定的な供給を継続するため、計画的な管路

の更新を実施する。

基本方針 ③持続可能な事業経営
＜職員研修＞
• 今後、業務経験が浅い職員の配置や、定年の引上げによる職員の高齢化が見

込まれることから、水道事業を継続し、技術を継承していくため、研修計画
を作成して職員研修を行う。

＜職員資格等取得支援＞【職員資格取得度】
• 職員の技術力の維持・向上を図るため、水道技術に関連する資格取得に要す

る受験費用の一部を助成するなど費用負担を軽減する支援事業を実施する。
＜定員管理の適正化＞
• 人口減少等に伴い水道の給水量は減少するものの、安全で安心な水道の安定

供給のためには、計画的な施設の更新や耐震化、維持管理に係る業務は今後
も継続する必要があり、漏水事故対応、配水池の水位低下やポンプ場の停電
対応など、緊急対応を24時間体制で行うため、一定の職員数を維持する。

＜不用財産の処分＞
• 現在使用していない施設を不用財産として処分を進め、将来的な維持管理経

費の削減を図る。
＜料金収納の促進＞【収納率】
• 水道事業を着実に進めていくためには、財源の確保が基礎となることから、

高い収納率を維持するとともに、未収金の縮減に取り組むことで経営基盤の
強化を図る。

＜健全経営の確保＞【経常収支比率】
• 計画期間を通して純利益を計上できる見込みであるが、今後とも持続可能な

事業運営を維持するため、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源の確保
に努める。

計画期間中の主要事業【業務指標】

①安全で安定した供給

効率的な施設の更新

浄水施設更新事業

配水施設更新事業

安定給水の確保

漏水対策

水源保護

②災害に強い供給体制の
構築

地震等の自然災害に備え
た計画的な管路更新

基幹管路耐震化事業

管路更新事業

③持続可能な事業経営

人材育成と技術力の確保

職員研修

職員資格等取得支援

経営基盤の強化

定員管理の適正化

不用財産の処分

料金収納の促進

健全経営の確保

災害に強い供給体制の構築を
目指すとともに、将来にわたり
安全で安定した供給を行っている
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（4）投資・財政計画

＜ポイント＞
• 損益は、計画期間を通して純利益を計上できる見通しであるものの、人口減少等に伴う給水収益の減少、施設の更新による減価償却費の増加等などにより減少傾向にあり、令和28年

度から継続して純損失を計上する見込み
• 企業債は、新規借入れをしなかった場合、令和9年度には内部留保資金残高が最低限確保すべきとして設定した21億円を下回ることから、借入額の平準化を加味して令和7年度から毎

年度2億円の新規借入れを行い、内部留保資金残高を確保する。企業債残高は計画期間中、令和4年度末見込み残高の118億5,470万円と比べ61億8,827万円、52.2％減少する見通し
• 内部留保資金は、城山浄水場の大規模改修を中心とした施設の更新や純利益の減少により、計画期間中、令和4年度末の102億6,504万円と比べ78億2,856万円、76.3％減少する見通し

〇中長期的見通し
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